
 

無人航空機操縦士実地試験実施基準等の一部改正（案）に係る意見公募の結果について 
 

令 和 ７ 年 12 月 

国土交通省航空局安全部 

無人航空機安全課 

 

国土交通省では、令和７年９月５日から令和７年 10 月５日までの期間において、無人

航空機操縦士実地試験実施基準等の一部改正（案）等に関する意見の募集を行いました。

その結果、本件に関して、38件の御意見をいただきました。 

頂いた御意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方は別紙のとおりです。なお、

とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとと

もに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。また、本件に直接関係が無

かった御意見についても、今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。 

今回の意見募集にあたり、貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げますと

ともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し

あげます。 

 
 



 
別紙 

 

無人航空機操縦士実地試験実施基準等の一部改正（案）等に関する意見公募の結果について 

 

番

号 
御意見の概要 御意見に対する国土交通省の考え方 

案の修正 

の有無 

１ 無人航空機操縦士実地試験実施基準等

の一部改正（案）における「点検時間の

制限」について、当方は強い危惧を抱い

ております。本改正案は、無人航空機の

安全運航文化を根底から揺るがすもので

あり、実務を知る者として到底容認でき

ません。以下、その理由を述べます。 

 

(1)作動前点検・作動点検「12 分」につい

て 

バッテリー残量・異常発熱・プロペラ

破損・機体外観・送信機接続・GNSS 受信

状態等、多岐にわたる必須確認項目を 12

分で終えることは、現実的に不可能です。

これを可能と主張する場合、それは点検

の省略あるいは形式的な確認、すなわち

「やったフリ」に過ぎません。 

 

(2)飛行後点検・飛行後記録「5分」につ

いて 

飛行後の点検では、バッテリー膨張や

劣化の有無、異常振動の痕跡確認、飛行

ログの保存・記録管理などを伴います。

これらを 5 分で完了させることは実務上

成立せず、安全性を著しく損なうもので

す。 

 

(3)安全文化を損なう制度設計 

時間で縛るという発想そのものが、点

検を「安全を確保する工程」から「時間

内に形式だけ済ませる儀式」へと転落さ

せます。 

「試験員が確認している以上、形骸化

は防げる」との反論が想定されますが、

点検工程は外見上の所作のみで完了した

ように見せかけることが可能であり、試

験員が立ち会っていても「やったフリ」

を完全に排除することはできません。む

しろ時間制限の存在が、受験者に「速さ

を優先して形だけ整える」動機を与え、

試験員の監視では防ぎきれない質的劣化

を招きます。 

 

今般の改正による口述試験における制

限時間は、実地試験における点検及び記

録に要する標準的な時間を踏まえて設け

るものです。 

また、一定の時間内に所要の点検等を

行うことができるかどうかは、受験者が

必要な知識及び能力を有しているかどう

かを判定する上で必要なものと考えてい

ます。 

以上を踏まえ、原案のままとします。 

無 

２ 無人航空機操縦士実地試験実施基準に

おいて、二等無人航空機操縦士の技能証

明に係る実技試験については、細則で定

める試験科目を実施できる場合には、屋

内において実施してもよいことになって

いると承知しています。 

屋内で無人航空機を飛行させる場合に

は、航空法第 132 条の 86第３項又は第５

項第２号に係る国土交通大臣による所要

の承認は不要です。 

なお、無人航空機操縦士実地試験実施

基準 3-5 項について、最大離陸重量 25kg

有 



 
では、屋内において二等の昼間限定変

更、目視限定変更に係る実地試験を実施

する場合は試験員、受験者または補助員

が国土交通大臣による所要の承認を受け

ている必要がありますか。 

 

未満の限定変更、昼間飛行の限定変更又

は目視内飛行の限定変更に係る実技試験

を行う場合の飛行に適用することが明確

となるよう修正します。 

３ 「受験者、試験員、試験員補助員及び

受験者補助員は、ヘルメット、保護メガ

ネ等の保護具を着用すること」について、

保護具として保護メガネ等を着用すると

眼鏡の曇りやメガネ内に発汗や汗が溜ま

ることで目のあたりを拭うことが多かっ

たので、逆に不安全と感じました。 

メガネについては努力義務とできない

でしょうか。 

登録講習機関の教育の内容の基準等を

定める告示（国土交通省告示第 951 号）

の別表第二「実地講習又は修了審査を行

うために必要な施設及び設備の基準」に

おいても「無人航空機を飛行させる際の

安全を確保するために必要な数のヘルメ

ット、ゴーグル及びサングラス等を保持

していること」としており、また、保護

メガネ等の保護具の着用は、飛行中に風

で舞い上がった埃やゴミなどが目に入る

事態や飛行中に無人航空機のプロペラが

飛散した場合にその破片が目に入る事態

を防ぐために必要なものと考えており、

原案のままとします。 

 

無 

「二等無人航空機操縦士実地試験実施

細則 回転翼航空機（マルチローター）」

の 4-3 の図について、不合格区画の説明

文から A への移動時と離着陸時は無効の

文言が消えていたので原文に戻していた

だきたくお願いいたします。 

「二等無人航空機操縦士実地試験実施

細則 回転翼航空機（マルチローター）」

の 4-3 の図における不合格区画の説明文

については、「現行」の列に記載している

図の説明文に誤りがあり、「ホバリング、

離着陸地点から A 地点への移動及び緊急

時には無効とする。」の文言がないのが正

しく、当該箇所は今般の改正では改正し

ないため、改正案は原案のままとします。 

 

無 

４ 係留が出来ないとする場合、講習によ

る専用の飛行申請手続きを作成するか、

必要な手続きのガイドラインなどを作成

（係留なしでの受講者を飛行させるため

にどのように申請するか）など、代替案

を出して制度を整えていただきたいで

す。 

受講者の保持する送信機とは異なる送

信機を用いて、受講者に代わり操縦を行

うこと（以下「オーバーライド」という。）

ができる機体の場合であって、「登録講習

機関の教育の内容の基準等を定める告

示」等の基準を満たして飛行させる場合

には、係留せずに飛行させることが可能

です。 

オーバーライドできない機体を用いる

場合には、当該受講者、修了審査員及び

修了審査員を補助する者並びに修了審査

を行う空域周辺の安全を確保するための

措置を講じる必要があります。 

また、実地講習や修了審査における飛行

が特定飛行に該当する場合は、航空法の

規定に基づき、原則として飛行許可・承

認手続が必要ですが、実地講習や修了審

査における飛行であっても、それ以外の

飛行と同等の安全性を確保する必要があ

ることから、実地講習や修了審査におけ

る飛行の場合の審査基準を別途設けるこ

とはしません。 

なお、本改正は、機体を係留した状態

での実地試験は、係留索の影響により公

無 



 
平に操縦者の技能を測れないことから、

機体を係留した状態で実技試験を行なっ

てはならない旨を定めるものです。 

 

５ （飛行前点検と飛行後点検に）あらた

に制限時間が設けられた場合、該当箇所

の計時が必要になります。その場合に 

 

・その時間も記録に残すのかどうか？ 

・超過した場合の罰則規定はどうなるの

か？ 

・制限時間を超えた場合は、記載途中で

もそれを中断させて減点処理とするの

か？ 

・逆に時間超過しても記載を継続させる

場合は、その延長時間はどうするのか？ 

 

スクール運営者の立場からすると、あ

まり審査の運用規則を複雑にしないほう

が良いと考えます。 

 

制限時間内に実施されたことを確認で

きるよう、試験実施時間の記録は必要と

考えています。 

また、制限時間を超過した場合の取扱

いについては、「II. 実地試験の減点適用

基準」の３－７項に定めているとおり、

制限時間内に点検又は記録を行わなかっ

た場合は、それぞれ点検漏れ又は記録漏

れがあったものとして取り扱うこととな

ります。 

制限時間を超過した場合には点検等を

中断の上、実地試験実施細則の規定に従

って減点等を行うこととなります。 

 

無 

６ 「二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）」の

一部改正について および 「一等無人

航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼

航空機（マルチローター）」の一部改正に

ついて 

 

I. 総則  

９.安全確保に必要と判断される場合、試

験員又は試験員から指示を受けた受験

者補助員が受験者に代わって操縦を行

う。  

【意見１】 

「受験者補助員」は飛行機に限定された

ものであるかと思います。「試験員補助

員」ではありませんか？ 

 

マルチローターやヘリコプターに係る

実地試験においても、安全を確保する観

点から、受験者補助員を配置する場合に

は、試験員から指示を受けた受験者補助

員が受験者に代わって操縦を行う場合も

想定されることから、今般の改正により

受験者補助員の配置に係る規定を新設す

るものであり、原案のままとします。 

無 

 

「二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）」の

一部改正について 

 

異常事態における飛行の飛行経路の指示

文章（15ページ上段のポンチ絵） 

【意見２】 

離陸の指示から指定された高度（3.5m）

に到達するまでに機体の半分以上が不合

格区画に侵入し「不合格」となる受講者

が多いため、不合格区画の説明文に下記

のようなただし書きを追加してほしいで

す。 

「ただし、離陸から指定された対地高

度に達するまでは機体の半分が離着陸エ

リア前方の不合格区画に侵入しても無効

とする。＊減点細目の危険な飛行となる

離陸地点から離陸地点直上の指定高度

までの飛行においては不合格区画及び減

点区画は適用されないところ、その趣旨

が明確となるよう改正案を修正します。 

有 



 
場合はこの限りではない」 

 

 

【意見３】 

指示した区画の直線移動を１往復以上

した後に、高度を維持したまま最短の飛

行経路で指定された緊急着陸地点まで移

動する。とされていますが、緊急着陸を

行う旨の口頭指示を行う機会が A もしく

は E 地点近傍となる場合、最短の飛行経

路で移動すると機体の半分以上が減点区

画に侵入することが考えられます。 

現在の減点区画の説明文と同様に「離

着陸地点から A 地点への移動及び緊急着

陸時には無効とする」としてほしいです。 

 

ご意見を踏まえ、「４－３ 異常事態に

おける飛行の飛行経路」の図の「減点区

画」の説明について、緊急着陸時には無

効とする旨を追記します。 

有 

７ 

 

（該当箇所） 

無人航空機操縦士実地試験実施基準の一

部改正について 

3-9 機体を係留した状態で実技試験を行

なってはならない。 

 

（意見） 

3-9 機体を係留した状態で実技試験を

行なってはならない。に反対します。 

 

（理由） 

本規定の導入趣旨として、技能評価の

正確性や公平性の確保が考慮されている

と思慮致します。 

しかし、都心部や建物屋上など安全距

離の確保が難しい会場においては、立入

管理措置を徹底し、プロペラガードを装

着しオーバーライドを実施した上で、係

留装置を併用することは、下記の観点か

ら見ても不可欠な安全対策となります。 

・第三者や周囲の建物への危害防止 

・機体逸走リスクの低減 

・受験者の技能評価を妨げない範囲での

安全確保 

また、一律禁止とした場合、試験可能

な会場が限定されるため、地域的な偏在

や受験機会の縮小を招く恐れがあり、本

制度の円滑な普及・運用に支障を生じる

と考えます。 

 

（対案） 

そこで、以下条件付きで係留の使用を

認める規定を追加されることを提案しま

す。 

・試験課題の遂行を妨げず、技能評価に

影響を与えない範囲でのみ使用可能 

・都市部・屋上等、安全距離の確保が難

しい環境において、立入管理措置・プロ

ペラガード・オーバーライド等の安全措

機体を係留した状態で実地試験を行う

場合、 

・紐が張った状態で飛行させる場合はド

ローンに張力が働き、係留しない場合と

比較して操作性に影響があること、 

・紐が張らない形で飛行させる場合であ

っても、紐がドローンのプロペラにから

まった場合にドローンの飛行自体への影

響があること、 

・紐を使うとドローンがどこを飛行して

いるかを操縦者が把握しやすく、操縦に

必要な空間認知能力を測る観点で、不公

平になることが想定されること、 

から、審査の公平性及び安全性を確保す

るため、改正するものであり、原案のま

まといたします。 

無 



 
置を講じた場合のみ使用可能 

・係留装置の仕様・設置方法・運用につ

いて基準を定める。 

受験機会の公平性を維持しつつ安全性

を確保でき、技能証明制度の信頼性と普

及促進にも資すると考えます。 

 

８ 「実技試験は、原則として日出から日

没までの間（屋外で実施する場合に限

る。）又は 150 ルクス以上の照度の試験場

において実施」と明記されましたが、「日

中【又は】150 ルクス以上」という表記か

ら、屋外の野球場などで空域をライトア

ップした場合、現場が 150 ルクス以上で

あれば、基本や目視外の試験を行っても

問題ないという理解でよいか（もちろん、

夜間の飛行許可書等は取得する前提）。 

 

そのとおりです。 無 

◆一等（二等）無人航空機操縦士実地試

験実施細則 回転翼航空機（マルチロータ

ー） 

Ⅰ.総則 ９『安全確保に必要と判断され

る場合、試験員又は試験員から指示を受

けた受験者補助員が受験者に代わって操

縦を行う。』 

（１）上記について、受験者同士でオー

バーライドをさせる形で問題ないか。 

（飛行機やヘリと異なり受験者補助員の

飛行実績が求められていないが、誰が担

当してもよいのでしょうか。） 

（２）他の文面と異なり、試験員補助員

の記載がないが、試験員補助員が区画侵

入判定の補助業務を行いながらオーバー

ライド係を行うのは認められないのか。 

（試験員（修了審査員）が送信機を持ち

ながら採点などを行うよりも、オーバー

ライドを担当する試験員補助員（修了審

査員補助員）を配置した方が適切と思料

します。登録講習機関においては安全確

保体制が選択できるよう、本案を修正い

ただきたく存じます。） 

 

受験者補助員は受験者ではないとこ

ろ、ご意見を踏まえ、飛行機やヘリコプ

ターに係る実地試験実施細則と同様、受

験者補助員について、実技試験を実施す

る無人航空機の種類について、直近２年

間で６月以上の飛行経験かつ 50 時間以

上の飛行実績を有する旨の要件を追加し

ます。 

また、試験員補助員が受験者に代わっ

て操縦を行う場合も想定されるところ、

ご意見を踏まえ、マルチローター、ヘリ

コプター、飛行機に係る実地試験実施細

則について、安全確保に必要と判断され

る場合に受験者に代わって操縦を行う者

として、試験員から指示を受けた試験員

補助員を追加します。 

 

有 

９ 新旧対照「無人航空機操縦士実地試験

実施基準」一部改正 

第 2 章 

2-2項に2-1-1～2-1-4項が追加されて

いますが、2-2-1～2-2-4 の記載間違いで

しょうか。 

また、2-2-1～2-2-4 を追記するのであ

れば、「2-2 “実技試験”において、受験

者が次の各号の一に該当する場合は当該

試験を中止するものとする。」とする方が

適切と思われますがいかがでしょうか。 

 

ご意見を踏まえ、2-1-1 から 2-1-4 は、

2-2-1 から 2-2-4 に修正いたします。 

また、第２章は「机上試験及び口述試

験」に係る事項を規定したものであり、

実技試験に係る事項は第３章に定めてい

ることから、2-2 項の柱書きの規定は原

案のままとします。 

有 

新旧対照「一等無人航空機操縦士実地 当該改正は、減点区画又は不合格区画 無 



 
試験実施細則 回転翼機（マルチロータ

ー）」一部改正 

Ⅰ.総則 

６.に「試験員補助員は、試験員に対し

て、減点区画又は不合格区画に機体が進

入したことを、知らせるなどの補助業務

を行うこととし、（以下略）」が改正案と

なっていますが、これまでと異なり、試

験員補助員は受験者に対して減点区画ま

たは不合格区画への進入を笛や旗などの

方法で知らせてはならないという改正意

図でしょうか。 

に機体が進入したことを受験者に知らせ

ることは試験員の役割と考えられること

から改正するものです。 

なお、試験員補助員が試験員に対して

減点区画又は不合格区画に機体が進入し

たことを知らせる際に、笛や旗などを用

いて知らせることは可能です。 

10 ＜一等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）に

ついて＞ 

 

〇新旧対照表の改正案及び現行の II．

２．実技試験の減点適用基準に係る減点

細目等が記載されている表において、「墜

落、損傷、制御不能」の行の下に（略）

の記載が必要ではないか。 

 

ご意見を踏まえ、今般の改正対象では

ないことを明示するため、新旧対照表に

（略）の記載を追記します。 

有 

〇新旧対照表の現行の V（目視内飛行の

限定変更に係る実地試験）．４-１（高度

変化を伴うスクエア飛行の飛行経路）の

図中において、A 地点、B地点、E 地点の

高度が 1.5m となっているが、2.5m の誤

りではないか。 

 

ご意見のとおり、新旧対照表の「現行」

の列のＶ．の４-１の図中において、A 地

点、B 地点、E 地点の高度は 2.5m が正し

いため、そのように修正いたします。 

有 

〇新旧対照表の改正案及び現行の VI（最

大離陸重量 25kg 未満の限定変更に係る

実地試験）．の４-２（ピルエットホバリ

ングの飛行領域）及び４-３（緊急着陸を

伴う円周飛行の飛行経路）において、現

行の受験者の立ち位置に係る※書きが省

略されているため、図の下に（略）の記

載が必要ではないか。 

 

ご意見を踏まえ、今般の改正対象では

ないことを明示するため、新旧対照表に

（略）の記載を追記します。 

有 

＜二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）に

ついて＞ 

 

〇新旧対照表の改正案及び現行の II．

２．実技試験の減点適用基準に係る減点

細目等が記載されている表において、「墜

落、損傷、制御不能」の行の下に（略）

の記載が必要ではないか。 

 

ご意見を踏まえ、今般の改正対象では

ないことを明示するため、新旧対照表に

（略）の記載を追記します。 

有 

〇新旧対照表の現行の III（基本に係る

実地試験）．２（机上試験）、V（目視内の

限定変更に係る実地試験）．２（机上試験）

及び VI（最大離陸重量 25kg 未満の限定

変更に係る実地試験）．２（机上試験）の

表中、２-１において、減点適用基準につ

いて「２．回答時間 10 分以内・・・」と

ご意見のとおり、新旧対照表の「現行」

の列のⅢ．２項、Ⅴ．２項及びⅥ．２項

の表中、２－１の「減点適用基準」欄の

記載は「２．回答時間５分以内に～」が

正しいため、そのように修正いたします。 

有 



 
記載されているが、５分以内の誤りでは

ないか。 

 

〇新旧対照表の改正案の V（目視内の限

定変更に係る実地試験）．２（机上試験）

及び VI（最大離陸重量 25kg 未満の限定

変更に係る実地試験）．２（机上試験）の

表中、２-１において、制限時間について

「10分」と記載されているが、現行では

５分以内に回答することとなっているた

め、「５分」の誤りではないか。 

 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正

案」の列の V．２項及びⅥ．２項の表中、

２－１の「制限時間」欄の記載について、

５分に修正します。 

有 

〇新旧対照表の改正案の III（基本に係

る実地試験）．４．の表中の４-３（３）

及び VI（最大離陸重量 25kg 未満の限定

変更に係る実地試験）．４．の表中４-３

（３）において、「試験員からの緊急着陸

を行う旨の口頭指示があり次第、直線移

動を中断し、高度を維持したまま最短の

飛行経路で指定された緊急着陸地点まで

移動する。」と改正されているが、IV（昼

間飛行の限定変更に係る実地試験）．４．

の表中の４-２（３）では、「試験員から

の緊急着陸を行う旨の口頭指示があり次

第、直線飛行を中断し、高度を維持した

まま最短の飛行経路で指定された緊急着

陸地点まで移動する。」と記載されている

ため、言葉の統一の観点から、「直線移動」

を「直線飛行」に修正すべきではないか。 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正

案」の列のⅢ．４項の表中の４－３（３）

について「直線移動」を「直線飛行」に

修正します。 

なお、Ⅵ．４項の表中の４－３（３）

については「直線飛行」となっているた

め、原案のままとします。 

有 

〇新旧対照表の改正案の III（基本に係

る実地試験）．４-３（異常事態における

飛行の飛行経路）及び IV（昼間飛行の限

定変更に係る実地試験）．４-２（異常事

態における飛行の飛行経路）の図中にお

いて、減点区画について「飛行経路より

縦横に 1.5m 逸脱した位置に設定。離着陸

地点と A 地点間の移動時には、無効とす

る。」と改正されているが、緊急着陸の過

程で減点区画を通過しなければならない

場合があるため、緊急着陸時も無効とす

べきではないか。 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正

案」の列のⅢ．4-3 項の図中及びⅣ．4-2

項の図中の減点区画の説明につき、緊急

着陸時も無効とするよう修正します。 

有 

〇新旧対照表の現行の III（基本に係る

実地試験）．４-３（異常事態における飛

行の飛行経路）の図中において、不合格

区画について「飛行経路より縦横に 2.5m

逸脱した位置に設定。ホバリング、離着

陸地点からＡ地点への移動及び緊急着陸

時には無効とする。」と記載されている

が、「飛行経路より縦横に 2.5m 逸脱した

位置に設置。」の誤りではないか。 

 

ご意見のとおり、新旧対照表の「現行」

の列のⅢ．4-3 項の図中の不合格区画の

説明につき、「ホバリング、離着陸地点か

らＡ地点への移動及び緊急着陸時には無

効とする。」の文言はないのが正しいた

め、そのように修正いたします。 

有 

〇新旧対照表の改正案の VI（最大離陸重 ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正 有 



 
量 25kg 未満の限定変更に係る実地試

験）．４．の表中、４-２（１）において

「このホバリングは飛行経路逸脱につい

ての減点対象とはしない。」と追記の改正

がなされているが、II．２（実技試験の

減点適用基準）．の減点細目の飛行経路逸

脱において、目視内飛行の限定変更に係

る実地試験での異常事態における飛行を

除き、ホバリング時における減点区画を

設定していることから、本試験科目にお

いても減点対象となるのではないか。 

 

案」の列の VI．４項の表中、４-２（１）

について「このホバリングは飛行経路逸

脱についての減点対象とはしない。」の記

載を削除するよう修正します。 

＜一等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 飛行機について＞ 

 

〇新旧対照表の改正案の II．２（実技試

験の減点適用基準）．の減点細目の飛行経

路逸脱において、「基本に係る実技試験の

周回飛行において内側の減点区画線と外

側の減点区画線の間を飛行しなかったと

き」と改正されているが、基本に係る実

技試験には８の字飛行も含まれ、現行で

は当該飛行についても減点対象としてい

るため、「基本に係る実技試験において内

側の減点区画線と外側の減点区画線の間

を飛行しなかったとき」とすべきではな

いか。 

 

ご意見を踏まえ、「基本に係る実技試験

において内側の減点区画線と外側の減点

区画線の間を飛行しなかったとき」と修

正します。 

有 

＜二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 飛行機について＞ 

 

〇新旧対照表の改正案の II．２（実技試

験の減点適用基準）．の減点細目の飛行経

路逸脱において、「基本に係る実技試験の

周回飛行において内側の減点区画線と外

側の減点区画線の間を飛行しなかったと

き」と改正されているが、基本に係る実

技試験には８の字飛行も含まれ、現行で

は当該飛行についても減点対象としてい

るため、「基本に係る実技試験において内

側の減点区画線と外側の減点区画線の間

を飛行しなかったとき」とすべきではな

いか。 

 

ご意見を踏まえ、「基本に係る実技試験

において内側の減点区画線と外側の減点

区画線の間を飛行しなかったとき」と修

正します。 

有 

＜一等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（ヘリコプター）につ

いて＞ 

 

〇新旧対照表の改正案の II．２（実技試

験の減点適用基準）．の減点細目の墜落、

損傷、制御不能において、改正案に「高

高度飛行において、高高度でのホバリン

グを維持できず、ホバリング開始地点か

ら大きく逸脱し、速やかに復帰できない

又はホバリング開始時の高度から高度が

ご意見のとおり、新旧対照表の「現行」

及び「改正案」の列について「高高度飛

行において、高高度でのホバリングを維

持できず、ホバリング開始地点から大き

く逸脱し、速やかに復帰できない又はホ

バリング開始時の高度から高度が±15

メートル以上変動したとき」を記載する

のが正しいため、そのように修正いたし

ます。 

有 



 
±15メートル以上変動したとき」の記載

がないが、存置が必要ではないか。 

 

〇新旧対照表の改正案の IV（昼間飛行の

限定変更に係る実地試験）．５（口述試験

（飛行後の点検と記録））．の５-１及び５

-２の制限時間において、「５-１から５-

２までを通じて 20分」と改正されている

が、基本に係る実地試験など他の試験で

は制限時間が 10 分とされており、本試験

と他の試験とで時間を倍に設定するほど

の差異はないと考えられるため、本試験

についても「５-１から５-２までを通じ

て 10分」とすべきではないか。 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の改正案

の IV．５項の５-１及び５-２の制限時間

について「５-１から５-２までを通じて

10 分」と修正します。 

有 

＜二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（ヘリコプター）につ

いて＞ 

 

〇新旧対照表の改正案の III（基本に係

る実地試験）．４．の表中の４-３（４）

において、「試験員からの緊急着陸を行う

旨の口頭指示があり次第、直線移動を中

断し、高度を維持したまま最短の飛行経

路で指定された緊急着陸地点まで移動す

る。」と改正されているが、VI．（最大離

陸重量 25kg 未満の限定変更に係る実地

試験）．４．の表中の４-３（４）では、

「試験員からの緊急着陸を行う旨の口頭

指示があり次第、直線飛行を中断し、高

度を維持したまま最短の飛行経路で指定

された緊急着陸地点まで移動する。」と記

載されているため、言葉の統一の観点か

ら、「直線移動」を「直線飛行」に修正す

べきではないか。 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正

案」の列のⅢ．４項の表中の４－３（４）

について「直線移動」を「直線飛行」に

修正します。 

有 

11 『一等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）』に

ついて 

 

総則Ⅰ 

９.安全確保に必要と判断される場合、試

験員又は試験員から指示を受けた受験者

補助員が受験者に代わって操縦を行う。 

 

Q1 こちらの文章の"受験者補助員"につ

いて、元来『実地試験実施基準』１ー12

の規定「受験者は、最大離陸重量 25kg 未

満の回転翼航空機（マルチローター）に

係る実地試験を除き、必要な機体、～の

機材を持ち込んで、実地試験を受験す

る。」とあることから、マルチ（25kg 以

上）、ヘリ、飛行機に関しては機体の持ち

込みが想定されていることより、試験員

が責任を持って当該機体を操縦すること

25kg 未満のマルチローターの場合で

あっても、試験員から指示を受けた受験

者補助員が受験者に代わって操縦を行う

場合がないとは必ずしも言えないことか

ら、原案のままとします。 

無 



 
が難しいと考えられるために、受験者補

助員が操縦を行うという規程があるかと

存じます。 

そうなりますと、マルチにおいては、

「25kg 未満の限定変更の場合に受験者

補助員が受験者に代わって操縦を行う」

と限定するのが適切ではないでしょう

か。 

 

Q2 登録講習機関における修了審査の場

合、機体は登録講習機関側が全て用意す

ることになりますが、この受験者補助員

については、受験者側が準備するものな

のか、登録講習機関側が準備するものな

のか、いずれでしょうか。 

 

受験者補助員は受験者側が準備、配置

するものですが、実地試験の受験にあた

って必ず受験者補助員の配置が必要なも

のではなく、必要に応じて配置するもの

であるところ、その趣旨を明確化するよ

う修正します。 

有 

実地試験の減点適用基準  

１．口述試験（飛行前点検）の減点適用

基準について 

 

Q1 １ー2において、「適用事項に記載が

ない場合でも、減点細目に該当する事項

が生じた場合は、～減点を行うこととす

る。」とあるが、離陸前と着陸前の周囲の

安全確認を行わなかった場合について、

該当する減点細目が無いが減点できない

のか。（離・着陸前の安全確認が飛行にお

いて一番大切と考えております） 

 

減点適用基準の表において、減点細目

として「安全確認不足」が定められてお

り、離着陸前の周囲の安全確認の未実施

については、当該細目が適用されるもの

と考えています。 

 

無 

Q2 １ー6 において、「制限時間内に回

答、点検又は記録を行わなかった場合は、

それぞれ未回答、点検漏れ又は記録漏れ

があったものとして取り扱う。」とある

が、『氏名』『点検日時』『点検場所』につ

いては、たとえ未記載でも記録漏れとし

て減点しないということで間違いない

か。（減点細目として、「日常点検記録の

軽微な誤り」の項目があることから。） 

 

氏名や点検日時等の未記載について

は、減点適用基準の表の「提供される日

常点検記録の様式に基づき、必要な記載

項目を一つでも記載しなかったとき又は

誤りがあったとき」に該当するため、「日

常点検記録の記載漏れ又は誤り」として

取り扱う必要があります。 

 

無 

『二等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）』に

ついて 

３. 基本に係る実地試験 

 ４. 実技試験 

  ４ー3 異常事態における飛行の飛行

経路図について 

Q1 図内の減点区画と不合格区画の説明

について、『緊急着陸時には無効とする。』

という文言が消えておりますが、今後は

緊急着陸時において、不合格区画と減点

区画は消えずに存在するという認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

ご意見を踏まえ、新旧対照表の「改正

案」の列のⅢ．4-3 項の図中及びⅣ．4-2

項の図中の減点区画の説明につき、緊急

着陸時に無効とするよう修正します。 

なお、不合格区画については現行通達に

おいて緊急着陸時に有効であるところ、

新旧対照表の「現行」の列のⅢ．4-3 項の

図中の不合格区画の説明につき、「ホバリ

ング、離着陸地点からＡ地点への移動及

び緊急着陸時には無効とする。」の文言は

ないのが正しいため、そのように修正い

たします。 

有 

Q2 Q1 の認識が正しい場合、着陸時に離

着陸地点の上半分を機体がはみ出した場

着陸地点上空に到達してから着陸する

までの間の飛行については、機体の半分

有 



 
合は 1 発不合格となるが、認識に間違い

はないでしょうか。 

 

を定められた区画から逸脱させた場合に

飛行経路逸脱として減点となります。一

方で、当該飛行について不合格区画は適

用されないところ、これを明確化するよ

う修正します。 

なお、緊急着陸の指示後に着陸地点上

空に到達するまでの飛行においては、不

合格区画が適用されます。 

 

 

12 「無人航空機操縦士実地試験実施基準の

一部改正について 

 

「「一等無人航空機操縦士実地試験実

施細則 回転翼航空機（マルチロータ

ー）」の一部改正について」において新た

に「受講者補助員」の記載がされ、準用

においても記載が新設されております。

現行の「無人航空機操縦士実地試験実施

基準」の第５章において「受講者補助員

等」との記載がありますが、第７章 準

用において読み替え字句が示されていま

せんので、関連する書類の記載は整合さ

せるべきかと考えます。 

 

現行の「無人航空機操縦士実地試験実

施基準」の第７章において、第５章の「受

験者」を「受講者」と読み替える旨の規

定が定められており、不整合は生じてい

ないものと考えています。 

無 

「一等無人航空機操縦士実地試験実施細

則 回転翼航空機（マルチローター）」の

一部改正について、「二等無人航空機操縦

士実地試験実施細則 回転翼航空機（マ

ルチローター）」の一部改正について 共

通事項 

 

実地試験の減点適用基準で制限時間内

に回答が無い場合は未回答があったもの

とし減点細目の減点数に応じた減点をす

る事が記載されていますが、未回答にお

ける減点数が減点細目に見当たりませ

ん。 

 

飛行前点検に係る減点適用基準の考え

方についてのご意見の場合、実地試験実

施細則のⅡ．3-7 項において「点検及び

記録は制限時間内に行うものとする。制

限時間内に点検又は記録を行わなかった

場合は、それぞれ点検漏れ又は記録漏れ

があったものとして取り扱う。」と記載し

ており、減点数が明確になっているもの

と考えています。 

無 

実地試験の減点適用基準の口述試験

(飛行前点検)の減点適用基準及び口述試

験(飛行後の点検と記録)の減点適用基準

における日常点検記録及び飛行記録で指

名を間違えた場合、通常の誤りか軽微な

誤りの何れに該当するのか不明です。 

 

氏名の漢字を意図せず誤った場合には

「日常点検記録の軽微な誤り」に該当し

ます。 

無 

実地試験の減点適用基準の実技試験の

減点適用基準の表「減点細目：指示と異

なる飛行」における「飛行経路逸脱のた

め、機体を飛行経路に復帰させるべき旨

の指示を受けたにも関わらず、機体を概

ね２秒以内に飛行経路に復帰させなかっ

たとき（注４）」の（注４）は、現行の実

施細則において「減点区画への移動開始

地点から移動完了地点への飛行区画ごと

飛行区画ごとの初回の減点区画への進

入については、「指示と異なる飛行」の「機

体の半分以上を減点区画に進入させたに

も関わらず、機体を速やかに飛行経路に

復帰させなかったとき」は適用されませ

んが、概ね２秒以内に機体を飛行経路に

復帰させなかった場合は、「飛行経路逸

脱」に該当し減点対象となります。 

また、初回の減点区画への進入後、受

無 



 
の初回の進入を除くこととする」とあり

ますが、初回の進入では何秒逸脱し続け

ても「指示と異なる飛行」の減点細目は

当て嵌まらず２回目以降の進入から該当

になるとの解釈と初回か否かの違いなく

概ね２秒を超えて逸脱し続けてた場合に

２秒毎に「指示と異なる飛行」の減点細

目が適用されるとの異なる解釈を聞いた

事があります。どちらの解釈が適切なの

か明確に把握可能な記載をしていただき

たいと考えます。 

験者が試験員の指示に従うことなく飛行

経路を逸脱し続けた場合には、「指示と異

なる飛行」の「試験員の指示と異なる方

向に機体を移動させたとき又は指示と異

なる機体の姿勢変化をさせたときとして

減点」に該当し、減点対象となります。 

基本に係る実地試験の実技試験の表に

おいて「試験員から緊急着陸を行う旨の

口頭指示があり次第、８の字飛行を中断

し、高度を維持したまま最短の飛行経路

で指定された着陸地点まで移動する。」と

ありますが、異常事態の宣言時に一旦ホ

バリング後に新たな指示で移動着陸させ

るとの解釈と実施細則に記載の通り異常

事態の宣言があり次第、最短の飛行経路

で着陸地点まで移動し着陸させるとの異

なる解釈を聞いた事があります。どちら

の解釈が適切なのか明確に把握可能な記

載をしていただきたいと考えます。（その

他の緊急着陸を伴う試験も同様） 

 

試験員からの緊急事態発生の宣言時

は、ホバリングをした上で、試験員から

の指示に基づき着陸を行うこととなると

ころ、その旨を明確化するよう修正しま

す。 

有 

13 二等無人航空機実地試験実施細則 回転

翼機（マルチコプター） 新旧対照表 

 

P.27 に記載されている最大離陸重量

25kg 未満の限定変更実地試験の実技試

験 4-3（異常事態における飛行）の制限

時間が、新旧どちらも 8 分と記載されて

いる。実技試験 4-3（異常事態における

飛行）の制限時間が 5 分から 8 分に変更

になるのか、あるいは新旧共に制限時間

の記載不備であるのかが不明である。 

 

新旧対照表の P.27 に記載されている

最大離陸重量 25kg 未満の限定変更実地

試験の 4-3 の制限時間について、「現行」、

「改正案」いずれも 5 分が正しいため、

そのように修正いたします。 

有 

14 反対。日付を書いてない 

 
本改正は、無人航空機操縦士実地試験

実施基準等について、これまでの実地試

験の運用も踏まえ、試験内容等の適正化

等を図る観点から、所要の改正を行うも

のです。 

なお、発行日等は意見公募時点で定ま

っていないため、記載していないもので

す。 

 

無 

 


